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□ a.期待以上

■ b.期待どおり

□　c.やや下回る

□　d.期待以下

　最終予算額　 （Ａ) 国庫・県単

　決　算　額 （Ｂ) 実施方法

Ｂ(H21はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数

 概算人件費　  （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H21はA)＋Ｃ）

　■　余地なし □　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

　□　余地なし ■　当面余地なし □　余地あり

事業内容

・県営ため池等整備事業（ため池）　（補助率：【国】50～55%、【県】15～30%、【市町村等】20～35%）
・団体営ため池等整備事業（ため池）　（補助率：【国】50%、【県】1%、【市町村等】49%）
・県営ため池等整備事業（用排水施設整備）　（補助率：【国】50～55%、【県】15～30%、【市町村等】20～35%）
・団体営ため池等整備事業（用排水施設整備）　（補助率：【国】50%、【県】1%、【市町村等】49%）
・県営ため池等整備事業（河川工作物応急対策）　（補助率：【国】50～55%、【県】32～42%、【市町村等】8～18%）
・県営湛水防除事業（排水施設整備・排水管理施設整備）  （補助率：【国】50～55%、【県】25～30%、【市町村等】20～22.5%）

実施期間 Ｓ４０ 根拠法令等 土地改良法、農地防災実施要綱

【課題の特定（事業の実施により解決しようとする課題は何か）】

・ため池や用排水路等を改修（補強）し、災害に強い農村環境を構築する必要がある。
・日常の維持管理費用等の受益者負担の軽減を図る必要がある。
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事業の
目　的

老朽化や自然的社会的状況の変化等により、脆弱化したため池や用排水路等を改修（補強）し、農地・農業用施設・住宅等へ
の災害を未然に防止する。

【現状（事業の目的との間にどのようなギャップがあるか）】
・ため池等の用排水施設について、要整備箇所が多く存在しており、施設の脆弱化による農地・農業用施設・住宅等への被害
が懸念される。
・貯水能力や取水機能の低下により、維持管理の負担が大きくなっている。

【原因分析（ギャップが発生している原因は何か）】

・県内には多くの農業用ため池（1,953箇所）があり、整備が進まない状況にある。
・傾斜地など立地条件が厳しいため池等では、農業者の減少や高齢化のため適切な維持管理が困難な状況も生じている。

事業の
必要性

― ―

千円 628,525 1,227,453

予算現額（最終予算額＋繰越額等）
  1,598,618
1地区あたりの平均事業期間
　4.4年

17.70

―

1,578,223

1,227,453 ― 直接、補助

77,707 218,485 258,934 歳出節別
内訳等

（単位：
　　千円）

12.30 13.60

20年度 21年度（当初） 20年度の概要

千円 779,404 1,258,924 1,578,223 公共

19年度

・老朽化が進む施設の地域からの改修要望は以前から強
い。
・土地改良法に基づき、県が主体となって実施している。
・コスト縮減を図りながら事業内容の精査に取り組んでい
る。
・事業効果は受益者以外の地域住民に及んでいる。

  □　増加 ■　横ばい □　減少

左記以外の20年度の実績

実施地区数 23 23 25

平成20年度完了地区数４地区16 10

山腹水路等の改修箇所数 40

20年度

29 36

21年度（予定）19年度

15

内線

E-mail
ため池等整備事業（公共【防災】）

中期総合計画主要施策番号 担
当
課

3154

nochi@pref.nagano.jp

成
果
と
達
成
状
況

事業の目指す成果 達成度（期待どおり）の判定基準（H20) 達成状況 評価

　ため池の計画的な改修（補強）によ
り、農産物の安定生産と安全な農村づ
くりを推進する。
　「第6次長野県土地改良長期計画」に
おける期間内整備目標（農業用ため池
の改修個数50箇所(H20～H24)）

平成20年度整備目標　10箇所とする。
(目標に対する進度20％)

平成20年度は、補助事業で11箇所実施
し、市町村等単独事業で5箇所実施し
た。

平成21年度事務事業評価シート （20年度実施事業分）

1-08,2-03,3-08 農政部　農地整備課部・課事業番号

箇所

箇所

事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位

人

千円

事　業　名

628,525

事
業
実
績

内　　容 単位

箇所

ため池の改修箇所数

千円

千円

　概　算
　人件費
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区　分 判　定　・　説　明

事業のニーズの変化

県の関与を見直す余地

有効性を高める余地

効率性を高める余地

課題の総括
・今後も計画的に事業を推進し、災害に強い農村環境を構築する。
・計画地区においては、危険度が高い施設から計画的に整備を進めていく。

判
定
の
説
明


